
 

 

インタビュー） 

「2024年精神科診療報酬改定」のチェックポイント 
株式会社リンクアップラボ・代表取締役 酒井 麻由美先生 

（聞き手：医療ジャーナリスト：冨井 淑夫先生） 

インタビュー日：2024 年 3 月 15 日 

精神医療・最大の課題は「再入院の是正」 地域移行・地域定着に向けた支援の強化 

――2024 年診療報酬改定の内容が明らかになりました。今改定は 6 年に 1 度の介護

報酬・障害者福祉サービス等報酬も併せたトリプル改定で、今年 6 月からの施行にな

ります。その中で精神科の改定ポイントに絞ると、全体的にどのような印象を受けま

したか？ 

酒井：後述しますが児童思春期や

心的外傷の若者等の支援への評

価は別にすると、今改定は「精神

障害にも対応した地域包括ケア

システムの推進」というワンテー

マに集約される内容と感じまし

た。全体として精神疾患を有する

人たちの地域移行・地域定着に向

けた重点的な支援を促すことを、

最大のインセンティブとした報

酬改定と総括出来ます。それを進

める上での最大の課題は、精神病院

への「再入院の是正」です。令和 2 年のデータでは、同年の精神病床入院患者数は約

27.3 万人で「1 年以上入院」が約 62％を占める一方、5 年以上の入院は著しく減少し

ているのです（図表 1）。「長期入院の是正」に関しては、総人口の減少と入院患者の

高齢化進展により、自然減していくのは必然です。一方、平成 2 年から令和 2 年まで

の精神科病院の「退院後 1 年以内再入院率」は 31％超です（図表 2）。精神障害の有

無にかかわらず誰もが安心して、自分らしく過ごせるような地域の基盤整備や、入退

院支援等の仕組みが十分に機能していないことから、退院した患者の状態が悪化し、

再入院を余儀なくされる構造があるように思います。 

――精神疾患患者のアウトリーチを促す柱として「精神科地域包括ケア病棟入院料」

出典：「第 566 回中央社会保険医療協議会 総会」 総‐3‐10 頁（厚生労働省）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html）を加工して作成 
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〔以下、同入院料に略〕（図表３～

４）が新設、2024 年改定の目玉と

して注目されます。一般病院「地

域包括ケア病棟」（以下、地ケアに

略）の精神科病院版と考えて良い

のですか？ 

酒井：重要なポイントは、これま

で精神科には回復期機能がなか

ったことから、一般病院と同様に

急性期の治療後は、退院の準備を

するためのリハビリテーション

を行える体制の整備を重視してい

ることです。在宅復帰率（自宅移

行率）が求められますし、「自宅等移行初期加算」（初期加算に略）も付随し、在宅医

療・訪問診療の提供、救急・時間外への対応等、一般地ケア病棟の施設基準と共通す

る部分が多く、仕組みとしては地ケア病棟の精神病院版と言っても良いでしょう。精

神病院の入退院支援機能を強化し、再入院の減少に繋げるのが狙いです。 

――同入院料は年間 180 日、初期加算は 90 日に限り算定が可能になる訳ですね。  

出典：「第 566 回中央社会保険医療協議会 総会」 総‐3‐12 頁（厚生労働省）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html）を加工して作成 

出典：「令和 6 年度診療報酬改定説明資料等について」02 令和 6 年度診療報酬改定の概要（医科全体版）280 頁（厚生労働省）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html）を加工して作成 
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酒井：留意すべきポイントは当該患者が精神科救急・急性期・合併症入院料算定病棟

等から精神科地ケア病棟（同地ケア病棟）に転棟した場合は、入院していた前の病棟

の入院日数も 180 日に通算されること。仮に精神科救急病棟等に 90 日間入院してい

た場合、同入院料は 90 日間の算定しか出来ません。加えて、精神療養・認知症治療・

地域移行機能強化病棟入院料を届出している病棟から、同入院料算定病棟への転棟は

一入院期間中で「患者一人につき 1 回」に限定されます。そして、同地ケア病棟に移

行してからは、主治医が病状の評価に基づいた治療計画を作成し、医師、看護師、薬

剤師、リハビリ職、公認心理師等の心理職が多職種協働で必要な療養指導、相談・心

理支援を実施しますが、これらの支援は「1 日平均 2 時間以上提供することが望まし

い」とされています。 

今改定の「目玉」精神科地ケア病棟・届出病院は限定的 
――同地ケア病棟では、多職種による手厚い療養指導・支援が行われるとの患者・家

族側の期待もありますが、精神科病院では従来、ポストアキュート及びサブアキュー

ト機能を担う病棟がなかったので、初めての試みに不安を感じる精神医療関係者も存

在するようです。実際に導入のハードルは非常に高いとの声も聴かれます。 

酒井：施設基準では、同じく新設された「精神科入退院支援加算」（支援加算に略）の

届出が前提であること。更に「精神科訪問診療、訪問看護の実績」、「常勤の精神保健

指定医が公務員としての業務を遂行している」ことや、「病院群輪番型施設としての

出典：「令和 6 年度診療報酬改定説明資料等について」02 令和 6 年度診療報酬改定の概要（医科全体版）281 頁（厚生労働省）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html）を加工して作成 
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時間外、休日・深夜入院の実績」または「常時対応型施設または身体合併症救急医療

確保事業の指定」等の基準を満たせる精神科病院は極めて限定的です。さらに、「精神

科救急急性期入院料算定病床数が 120 床以下」、「精神科救急急性期入院料、精神科急

性期治療病棟入院料または精神科地ケア病棟入院料を算定する病床数の合計が200床

以下」とのデータ提出加算に係る届出要件も必要となっています。 

――精神科系病院の多くは慢性期入院医療を中心とする一方、同地ケア病棟は、「か

かりつけ精神科医機能」と同時に精神科救急医療体制への積極的な参画が求められま

す。要件として、高い基準が求められていますが、国はそれらが「精神障害にも対応

した地域包括ケアシステム」の貢献には欠かせない役割と捉えている訳ですね。 

酒井：現状の施設基準では前述・病床数の“縛り”により算定対象となる精神病院は

極めて少数だろうと予想します。前出・支援加算〔図表 5〕は一般地ケア病棟の「入

退院支援加算」と同様の考え方で、病院内に入退院支援部門を設置し、入院後 1 週間

以内の「退院困難要因を有する患者の抽出や患者・家族との話し合い、退院支援計画

作成の着手」及び、「概ね 3 か月に 1 回の頻度のカンファレンス実施等」が評価され

るものです。重要なポイントは、入退院支援部門に看護師、精神保健福祉士（以下、

ＰＳＷに略）の配置が必要ですが、その各々の何れかが専従・専任であること。入退

院支援及び地域連携業務に従事する看護師、ＰＳＷは各病棟に専任配置しなければな

りませんが、入退院支援部門の専従看護師は病棟との兼務が不可能です。要するに様

式９号に入らない看護師を配置することが必要不可欠となります。 

出典：「令和 6 年度診療報酬改定説明資料等について」02 令和 6 年度診療報酬改定の概要（医科全体版）283 頁（厚生労働省）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html）を加工して作成 
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この他、支援加算新設に伴い現行「精神科措置入院退院支援加算」が廃止され、支

援加算の注加算として統合・新設されました。ただ、要件や報酬は現行と同じです。

支援加算と内容が重複する「院内標準診療計画加算」及び「退院調整加算」も廃止さ

れます。 

将来的に「地域移行機能強化病棟」は「精神科地ケア病棟」に吸収・再編へ  

――「地域移行機能強化病棟入院料」（強化病棟に略）は令和 6 年 4 月 1 日で廃止さ

れる予定が 6 年間延期され、令和 12 年 3 月 31 日まで届出が可能に。一方、退院実績

として算出される数値が一部、見直されました（図表６）。 

酒井：強化病棟の要件見直しには厳格化及び、緩和された部分の両面があります。前

者は施設基準にある地域移行に係る計算式の数値が、現行の 2.4％以上から 3.3％以

上に引き上げ。計算すると、これまでは 1 病棟当たり「1 年以上入院」患者の退院が

月に 1.5 人、年間で 18 人程の退院移行で良かったのが、3.3％以上になると 1 病棟当

たりの退院移行を 2 名、年間 24 人程に増やす必要があり、24 床の病床削減が求めら

れます。後者についてはＰＳＷの人手不足で確保に苦労する精神科病院等も少なくな

いことから、強化病棟には元来、専従及び専任のＰＳＷ配置が義務付けられていまし

たが、専任ＰＳＷの配置要件を緩和し、精神保健福祉法で規定された「退院支援相談

員」の配置でも可能になりました。今改定より同相談員には「精神障害者に関する業

出典：「令和 6 年度診療報酬改定説明資料等について」02 令和 6 年度診療報酬改定の概要（医科全体版）282 頁 

（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html）を加工して作成 
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務に従事した経験を 3 年以上有する」保健師、看護師、准看護師、社会福祉士に加え

て、新たに公認心理師が追加されました。 

――昨年の中医協の議論では「精神病床に入院早期から退院後の生活を見据えて、外

部支援者も交えた包括的な支援プログラムを導入し、新たな入院患者の退院率の向上

や、非自発的入院患者の再入院率の低下を実現した事例」が報告されていました。前

出・支援加算はこの「包括的支援マネジメント」に基づく入退院支援を行った場合の

評価とされます。同地ケア病棟入院料算定には支援加算の届出が必要不可欠で、強化

病棟も含め、これら「精神障害にも対応した地域包括ケア」を進める３点セットは精

神入院患者の地域移行、再入院の是正を促す目的で全て連動しているように感じます。 

酒井：その通りで、令和 12 年末に廃止される強化病棟は同地ケア病棟に吸収・合体

する流れで全て連動しています。その最大の目的は精神科入院患者が再入院しない仕

組みづくりで、次に言及する「精神医療における外来、在宅診療」に係る診療報酬に

おいても、その仕組みづくりを意識した制度設計が行われていることが分かります

（図表７）。 

 

 

出典：「令和 6 年度診療報酬改定説明資料等について」02 令和 6 年度診療報酬改定の概要（医科全体版）285 頁（厚生労働省）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html）を加工して作成 
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精神科「かかりつけ医」機能を評価する 充実加算は小規模診療所では算定困難？   

――既存の「精神科在宅患者

支援管理料」には一部、見直

しが行われました。 

酒井：重症患者や引きこもり、

精神疾患の未治療者や医療中

断者等の訪問支援を充実させ

ることを目指して出来た管理

料ですが、施設基準を満たす

ことが困難なことから、届出

医療機関・算定件数は伸び悩

んでいました。そのため、同

地ケア病棟から退院した患者

を追加し、対象患者を拡大し

た訳です（図表８）。この他、

通院・在宅精神療法の「療養生

活環境整備指導加算」が「療養

生活継続支援加算」に統合、在

宅精神療法を算定する患者に

も算定を可能にする対象拡大

（図表９）を実施しました。専

任のＰＳＷを中心とした多職

種協働で在宅患者の療養生活

の継続を評価したものですが、

着地点は何れも「再入院防止

と地域定着支援を強化」する

ことに尽きます。 

――「通院・在宅精神療法」（図表１０～１２）にも興味深い新機軸が幾つかありま

す。 

酒井：特に注目されるのは、「早期診療体制充実加算」（以下、充実加算に略）新設で

す。充実加算は「精神障害にも対応する地域包括ケアシステム」の構築における精神

出典：「令和 6 年度診療報酬改定説明資料等について」02 令和 6 年度診療報酬改定の概要

（医科全体版）292 頁（厚生労働省）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html）を加工して作成 

出典：「令和 6 年度診療報酬改定説明資料等について」02 令和 6 年度診療報酬改定の概要

（医科全体版）286 頁（厚生労働省）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html）を加工して作成 

図表８ 

図表９ 



 

科「かかりつけ医」機能を評価したものと言えます。やはり固定した主治医が十分に

時間をかけて患者の相談を親身になって聴き取り、丁寧な診療を行うことで、患者側

の安心感や満足度は格段に向上する。それを目指した新設加算です。 

――精神科「かかりつけ医」機能が要件として、初めて提示されたという点で、画期

的な改正ポイントと言えそうですね。 

酒井：担当医を決めて当該患者の「指導・服薬管理等を行う」こと。「初診、30 分以

上の診療を一定以上の割合で実施している」ことや、「患者の同意を得た上で、主治医

（担当医）としての署名入りの同意書を患者と交わす」のが前提条件となります。 

――そもそも今改定では、（30 分以上 60 分未満等の区分で一部、据え置きもありま

す）通院・在宅精神療法の何れも初診日に 60 分以上実施した場合の点数を引き上げ、

30 分未満の場合は引き下げる形の傾斜配分が導入されています。 

酒井：「かかりつけ医」であるからこそ精神面だけでなく問診や身体診察、神経学的診

察等も実施する必要があり、その結果を診療録に記載することが求められます。そし

て、ここが最も重要なポイントですが、当該患者が受診している「医療機関を全て把

出典：「令和 6 年度診療報酬改定説明資料等について」02 令和 6 年度診療報酬改定の概要（医科全体版）287 頁（厚生労働省）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html）を加工して作成 

図表１０ 



 

握し、処方されている医薬品を全て

管理」すること。加えて「標榜時間

外の電話等による問い合わせに対

応可能な体制」整備等は、精神科医

一人体制の小規模な診療所等には、

要件が厳しいかもしれません。特に

難しいと感じるのは、（図表 11）に

ある施設基準「過去半年間の初診、

30 分以上の通院・在宅精神療法の診

療実績」及び、ア～ウの「時間外診

療や精神科救急医療の提供等に係

る選択要件」。ア～ウに付随する要

件として「常勤の精神保健指定医１

名以上の配置や、多職種の配置」等

が求められ、「ＰＳＷ等の他職種の

在籍なしに算定不可能な加算等の

届出」も必要になります。殆どの小

規模診療所は充実加算の届出は困

難であり、時間外対応加算１は診療

所のみの報酬のため、精神科救急医

療確保事業への参加という要件は、

病院にとってもハードルが高いも

のとなります。 

――近年、低コストによる新規開業

の増えた医師（院長）・看護師各一

人体制の軽装備・心療内科等は届出

が不可能と感じますが、充実加算は

初診から 3 年以内に同療法を行った場合、診療所は 50 点（病院は 20 点）と高い報酬

設定がされています。厚生労働省は小規模診療所に精神科「かかりつけ医」機能を果

たして欲しいとの考えがあるのでしょうか？ 

酒井:精神科系病院等を経営する大規模医療法人等には、各地域で精神科サテライト

クリニックを複数、展開している所も少なくありません。当該医療法人では常勤の精

神保健指定医やＰＳＷ等のマンパワーを充実させ本院と連携して、各地域で「かかり

つけ医」機能を担っていく動きも考えられます。おそらく、病院以外ではそうした診

療所が当面、充実加算算定対象の医療機関として想定されているのではないでしょう

か？ 

 

出典：「令和 6 年度診療報酬改定説明資料等について」02 令和 6 年度診療報酬改

定の概要（医科全体版）289 頁（厚生労働省）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html）を加
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児童・若者等を支援する２つの加算 公認「心理師」外来の評価を新設  

――2023年 4月から「こども家庭庁」

が創設され、国は少子高齢化時代を迎

え「こども・若者政策の推進」を強く

打ち出しました。今改定でも小児科医

療では「医療的ケア児の入院前支援」

や、病棟での「保育士の複数名配置」

を評価する画期的な診療報酬を新設。

同様の流れで精神医療にも「児童思春

期支援指導加算」（指導加算に略）と

「心理支援加算」（心理加算に略）と

いう 2 種類の加算が誕生（図表 13・

14）。後者はこども・若者に限定され

ませんが、近年、続発し社会問題化す

る児童・若者等への虐待や暴行、性暴

力等を踏まえ、それらのトラウマに対

して公認心理士が介入し、サポートす

ることへの評価として注目されます。 

酒井：発達障害等の子どもさんのケア

は家族とっては大きな負担で、過大な

時間や労力を要し困っておられるご

家族等が少なくない実情があります。

精神科を標榜する医療機関で児童思

春期の専門的な精神医療を実施する

施設は約 6～7％で、児童思春期精神

科外来（以下、同外来に略）を有する

医療機関の数も増えません。児童精神

科診療には医師の業務上の負担が大

きく、診療以外に家族へのケア、保健・福祉・教育機関等との連携業務を進めるのに

は、大変な手間や人手が伴います。 

――中医協の議論でもスタッフ数の少ない精神科診療所での医師の業務負担増が指

摘されていました。2019 年の調査では発達障害児の初診待機期間は平均 2.6 か月。最

大で54か月待機の事例も見られ深刻さを増し、待機期間短縮の進まない理由として、

心理職の人手不足が課題となっていました。 

酒井：発達障害児が増加し需要が高いのにマンパワーと患者一人当たりに長い診療時

間を要し、1 日で診られる患者数の限られることから、採算が取れずに同外来を担う

医療機関が増えない傾向が見られました。指導加算は「20 歳未満を対象」とし「60 分
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以上の通院・在宅精神療法に医師が関与した上で、専任の看護師、保健師、リハビリ

職、ＰＳＷ、公認心理師等の多職種が実施した場合の 3 か月に 1 回限りの評価（1000

点）」となります。同療法を継続する 2 回目以降は、コメディカル等が医師の指示の

下で「対面による療養上、必要な指導管理を 30 分以上実施」した場合に 450 点を算

定可能とします。医師も含めた多職種が関与する 60 分以上の診療は医療機関側のマ

ンパワー配置の負担や労力を考えると、「1 週間当たりの算定患者数が 30 人以内」と

の制限もあり、人件費を換算すると医療経営的には割に合わないとの見方も出来ます。 

 心理加算対象患者は「外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する者」とさ

れるように、リストカット等の青少年・少女等による外傷後ストレス障害等を想定し、

ＰＴＳＤ等の患者に介入する公認心理師の心理支援を評価するもの。公認心理師のプ

ロとしての業務を評価した点では画期的で、公認「心理師外来」との見方も可能です。 

――これまで精神科や心療内科クリニック等で、心理職が自由診療で行ってきたカウ

ンセリング等が、「30 分以上」で保険適用が可能になったとの見方も出来ますね。 

酒井：なぜ心理師外来なのかと言うと「通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当

該支援を実施した場合においても算定可」との算定要件に着目して下さい。要するに

医師の診察日以外でもＯＫということ。医師の診察日とは別日に公認心理師の予約が

出来る。患者・公認心理師の都合を調整して予約を入れ易くなり、利便性が増す訳で

す。 

――心理師外来というのは、印象としては公認心理師の一定の独立性が担保されたよ

うにも感じます。例えば、クリニックとは別にオフィスを構えて、心療内科医等と連

携してカウンセリングを提供すること等が果たして可能なのか。欧米諸国のように心

理カウンセラーとして独立開業する公認心理師も、わが国では既に存在しますが、当

然、全て自費でのサービスとなります。将来、規制緩和が進むと独立開業した公認心

理師が保険適用下でのサービス提供等も可能になるのではと期待します。それでは

“まとめ”として、今後、精神科系医療機関の進むべき方向性についてアドバイス下

さい。 

酒井：一般病院と同様に精神科病院でも既に起こっているように、精神科急性期・救

急医療は更に絞り込まれ、病床数は削減されていくのは間違いないと思われます。今

改定はその一里塚と言えるでしょう。前出・地域包括ケアシステムで目指される患者

の退院後の地域移行・在宅支援がスムーズに機能すると、結果的に精神病床の削減に

繋がります。これまで長期の入院医療を中心に運営されてきた大規模の精神病院では、

既に空床が目立つようになりました。最初に述べた入院患者の高齢化で、亡くなる人

が増えてきたのがその理由ですが、同時に精神医療を担うスタッフも高齢化し、新陳

代謝が進まず人手不足に陥り十分な医療やケアを提供することが出来ず、減床を迫ら

れる病院の存在も顕在化しつつあります。病床を減らさなければ運営が不可能になる

病院が増加するということになります。 

精神科診療所も従来は、通院精神療法等を短時間でこなし、多数の患者を診ていた



 

ケースがありましたが、処方クリニック的な立ち位置では生き残れないと思います。

十分に時間をかけた手厚い外来診療を提供しなければ診療報酬が下がり、収益の低下

を招きます。更に地域包括ケアシステムに貢献する診療所でなければ、経済評価され

ない時代を迎えます。この流れを踏まえて、診療報酬と同様に 2024 年 4 月に改正さ

れた精神保健福祉法や、障害者福祉サービス等報酬の内容等も俯瞰的に検証しながら、

今後の自院の戦略等を検討して頂きたいと思います。当該 3 つの制度改正は全て繋が

っていると考えて下さい。 

 

【酒井 麻由美（さかい まゆみ）】 

〔プロフィール〕 

1996 年 福岡県内医療法人（急性期病院）入職、医事課（入院部門）配属。2002 年 

医療・介護専門コンサルタント会社 入社。2013 年 4 月より医療・介護専門コンサ

ルタント会社 副社長・取締役に就任。2018 年 12 月にリンクアップラボ設立。翌

2019 年 4 月、同社を法人化し、株式会社リンクアップラボとして事業を開始、現在

に至る。医学通信社「月刊保険診療」、医学書院「看護管理」、福祉医療機構「月刊

WAM」、QOL サービス「デイの経営と運営」、公益社団法人 日本医業経営コンサルタ

ント協会 月刊「JAHMC」その他、医業・介護経営雑誌等に数多くの原稿執筆。 
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